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フリースペース等相談事業費補助金交付要綱取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、フリースペース等相談事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）

に基づく補助金の適正な執行を確保するため、補助金の交付等に関する規則（昭和 45

年神奈川県規則第 41 号。以下「規則」という。）に規定するもののほか必要な事項を定

める。 

 

（補助対象団体の範囲等） 

第２条 要綱第２条に規定する「活動実績」は、５年間以上相談活動を継続した実績とす

る。 

２ 要綱第２条に規定する「ＮＰＯ法人に準じる団体」は、営利を目的としない団体で、

次に掲げる事項をすべて満たすものとする。 

(1) 当該団体の目的に賛同して入会した個人及び団体（以下「構成員」という。）を 10

人以上有すること 

(2) ひきこもり等の青少年又はその家族であり、フリースペース・家族の会等の活動の

継続的な参加者として当該団体に登録している者（以下「会員」という。）を 10 人以

上有すること 

(3) 目的、名称、事業の種類、事務所、構成員、役員、会員、会議等について定める会

則等を有すること 

(4) 神奈川県（以下「県」という）内に主たる事務所を有すること 

(5) 年に１回以上、構成員の全員に参加を呼びかけて総会を開催し、事業報告及び会計

報告を行い、運営方針等について意見交換すること 

(6) 団体として収入・支出は予算に基づき行い、会計簿を備えること 

３ 要綱第２条に規定する「県との協力関係」については、ひきこもり等について神奈川

県が実施する事業への参加状況等を勘案して判断する。 

 

（補助対象事業の範囲等） 

第３条 要綱第３条に規定する第１種相談事業及び第２種相談事業は、各々、次の各号の

条件を満たすものとする。 

(1)  第１種相談事業にあっては、原則として週４日（１日４時間以上）以上かつスタ

ッフ２名以上により対応し、県立青少年センター館長（以下、館長という。）が別

に定める相談業務年間開設日数を下まわらないこと 

(2)  第２種相談事業にあっては、原則として週３日（１日４時間以上）以上かつスタ

ッフ２名以上により対応し、館長が別に定める相談業務年間開設日数を下まわらな

いこと 

２ 要綱第３条に規定する「宗教的又は政治的な宣伝意図を有すると認められるもの」は、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの 

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの 

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第３条に規定する公職をいう。以

下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は

政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの 
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３ 補助対象事業は、各年度交付決定日から３月 31 日までに実施される事業とする。 

（補助対象経費から控除する経費） 

第４条 要綱第４条により補助対象経費から控除する「別に定める経費」は、次の各号に

掲げるものとする。 

(1) 団体の維持運営に要する経常的経費 

(2) 団体構成員に支払われる手当て等のうち、役務等への対価としての必要性が認められな

いもの 

 

（補助額と補助対象経費） 

第５条 補助額は、要綱第５条に定める補助額の上限の範囲内で決定する。 

２ 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。 

３ 要綱第５条第２項に規定する「対象団体の直近の決算額」とは、直近年度の団体全体

の決算書における支出合計額を指すものとする。 

 

（限度額と補助対象事業の関係） 

第６条 要綱第５条に規定する限度額の範囲内で、複数団体の協働による相談事業を補助

対象事業とすることができる。 

 

（交付申請書等の様式） 

第７条 要綱第７条に規定する交付申請は、交付申請書（様式１）により行わなければな

らない。 

２ 交付申請書には、要綱第７条第２項に規定するもののほか、構成員名簿を添付するも

のとする。 

３ 団体役員名簿及び構成員名簿には作成基準日及び役員、構成員の氏名を記載するもの

とする。 

４ 会員名簿については、交付申請時に提示することで、添付を省略することができるものと

する。 

５ 要綱第７条第２項第４号に規定する役員氏名等一覧表は、要綱第２条第２項各号のい

ずれにも該当しないと認められる場合は、添付を省略することができるものとする。 

 

（補助金の交付） 

第８条 要綱第９条の「概算払いとすることが不適当であると認める場合」とは、前年度

以前に予算額と決算額に著しく差が生じた場合等をいう。 

 

（交付決定の通知） 

第９条 要綱第 10 条により補助を行う団体及び補助の額を決定したときは、館長は、規則

第４条及び第６条の規定による交付決定通知を交付決定通知書（様式２）により通知す

るものとする。 

 

（変更の承認等） 

第 10 条 要綱第 13 条に規定する館長の承認を受けようとする者は、フリースペース等相

談事業費補助金変更（中止、廃止）承認申請書（様式３－１、または３－２）に関係書

類を添付してすみやかに館長に提出しなければならない。 
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（状況報告） 

第 11 条 ３月 31 日までに精算が終了せず要綱第 16 条に規定する事業実績報告書の提出

が困難な場合は、要綱第 15 条に規定する状況報告を、フリースペース等相談事業費補

助金事業実施状況報告書（様式４）により、当該補助事業終了後７日以内に行わなけ

ればならない。 

 

（実績報告） 

第 12 条 要綱第16条に規定する実績報告は、事業実績報告書（様式５）により行わなければな

らない。 

２ 要綱第 16 条に規定する実績報告の提出時期は、４月 10 日を越えることはできない。 

 

（消費税仕入控除税額報告書の様式） 

第 13 条 要綱第 17 条に規定する消費税仕入控除税額の報告は、消費税仕入控除税額報告

書（様式６）により行わなければならない。 

 

（事業実績の公表、公開） 

第 14 条 補助団体は、青少年センターが事業実績報告書を公表することを了承するととも

に、青少年センターが補助対象事業について広報する際にこれに無償で協力することと

する。 

２ 補助団体は、事業計画書、収支予算書、事業結果報告書、収支決算書を自ら情報公開

することとする。 

 

（青少年センターから移送された相談案件への対応） 

第 15 条 補助団体は、青少年センターから移送された相談案件について、補助対象事業の

属する年度の間、無償で相談に対応することとする。 

 

（届出事項） 

第 16 条 補助団体は、要綱第 20 条に規定するもののほか、構成員に異動のあったときは

すみやかに文書をもってその旨を館長に届け出なくてはならない。 

 

（その他） 

第 17 条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、館長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成 16 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成 20 年４月１日から施行する。なお、改正前の要領により交付決定され

た補助事業については、改正前の規定を適用する。 
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  附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成 21 年４月１日から施行する。なお、改正前の要領により交付決定され

た補助事業については、改正前の規定を適用する。 

  附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成 22 年４月１日から施行する。なお、改正前の要領により交付決定され

た補助事業については、改正前の規定を適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成 23 年６月 24 日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成 27 年 12 月 11 日から施行する。なお、平成 27 年度の補助金に関して

改正前の様式により事業報告書等が提出された場合は、改正後の様式により提出されたも

のとみなす。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和 4 年 1 月 20 日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。なお、改正前の要領により交付決定され

た補助事業については、改正前の規定を適用する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。なお、改正前の要領により交付決定され

た補助事業については、改正前の規定を適用する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。なお、改正前の要領により交付決定され

た補助事業については、改正前の規定を適用する。 

 


